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埼玉県 汚水処理事業広域化・共同化計画 ※令和７年度時点 
1 背景と目的 

埼玉県における汚水処理施設の事業運営については、施設等の老朽化に伴う大量更新時期の到来や、人口減

少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化など、経営環境は厳しさを増しており、よ

り一層の効率的な事業運営が求められている。 
上記を踏まえ、下水道、農業集落排水施設、浄化槽、し尿処理施設を所管する県の下水道局、農林部、環境

部が市町村等と調整を図り、令和 3 年 3 月に都道府県構想である埼玉県生活排水処理施設整備構想（以下、「構

想」という）の見直しに併せて、構想の一部として広域化・共同化計画を位置付けた。今回、令和 7 年度の次

期構想策定に併せて新たに改定を行った。その概要を次項以降に示す。 
 

2 汚水処理事業の概要 

埼玉県及び県内市町村は、構想に基づき、令和 23 年度（目標年度）において生活排水処理率（汚水処理人口

普及率）98.7％を整備目標とし、整備を進めている。 
表－1 に生活排水処理率を、図－1 に構想図（令和 23 年度）を示す。 
 

表－1 生活排水処理率 

 
生活排水処理率（汚水処理人口普及率） 

下水道 農業集落排水 合併浄化槽 合計 

基準年度 

（令和 6 年度） 
84.0％ 1.0％ 9.2％ 94.3％ 

目標年度 

（令和 23 年度） 
88.1％ 0.8％ 9.7％ 98.7％ 

   ※ 一部区画整理事業の進捗等による実施困難なものを含む。また、端数処理の都合で、各項目の合計値と合計欄が一致しない。 
 
 

 
図－1 埼玉県生活排水処理施設整備構想図（令和 23 年度） 

3 汚水処理施設の課題と広域化・共同化 

（１）下水道事業の課題 

県内の下水道事業に従事する技術職員は過去 10 年間で 15％減少し、災害時や機器故障時などの危機管理対

応が課題となっている。また、単独公共下水道のうち 6 割以上の施設が、建設後 30 年以上経過し、老朽化が進

んでいる。さらに、下水道使用料に関しては、流域関連公共下水道では 10 年間で平均約 18％の値上げ、単独

公共下水道に当たっては平均約 14％の値上げを行っている。今後、人口減少に伴う下水量の減少や施設の本格

的な改築更新時期を迎え、収支はさらに悪化し、下水道経営に大きな支障が生じることが懸念される。このよ

うに、ヒト・モノ・カネのいずれの面からも、下水道事業を取り巻く環境は厳しい状況にある。 
 

（２）汚水処理施設の広域化・共同化に関する基本的な考え方 

 本県の生活排水処理人口は約 694 万人で、行政人口の 94.3％を占めている（令和 6 年度末時点）。中でも、県

が運営する流域下水道は、処理人口が約 619 万人に達し、行政人口の 84.0％、生活排水処理人口の 9 割以上を

処理しており、既に相当程度の広域化が進んでいる。 
今後は人口の推移など、地域の特性に応じ、経済性、効率性の観点から、持続可能な汚水処理方式を検討・

選択する必要がある。既に集合処理となっているところでは、今ある施設を効率的に活用しつつ、さらなる広

域化・共同化を検討していく。人口減少が進み、施設の更新時期が到来している場合は、単独処理方式とする

ことも含め、適切な汚水処理方式を検討していく必要がある。 
 
4 広域化・共同化計画（ロードマップ） 

前項の考え方に基づく広域化・共同化に関する具体的な施策例（一部抜粋）を以下に示す。また、広域化・

共同化計画におけるロードマップを表－2 に示す。なお、各施策について、短期は 5 年、中期は 6～10 年、長

期は 11～30 年の期間内に実施するものとして区分する。 
 

（１）ハード施策 

  ア 汚泥の共同処理 
   単独公共下水道から発生する下水汚泥を流域下水道（処理場）で受入れ処理・処分する。 
  イ 単独公共下水道の統廃合、流域下水道への編入 
   老朽化した処理場の改築更新時期に合わせて、処理場の統廃合や流域下水道への編入を検討し、集約化

を進める。 
  ウ 農業集落排水施設の統廃合、下水道への編入 
   下水道は農業集落排水施設と比べ規模が大きくスケールメリットが働くことから施設の最適配置を検討

し、下水道への接続を進める。 
（２）ソフト施策 

  ア 災害発生時に備えた事前の準備、対応能力の向上 
   県と民間事業者で締結している災害協定に市町村を加えて災害時体制を強化した。また、大規模災害に

備えて、県と市町村による各種訓練を毎年実施し、災害対応能力の向上を推進する。 
  イ 下水道職員の人材育成 
   市町村では、技術職員の大量退職等により、人員の確保に苦慮していることから、県では、市町村の職

員を対象とした研修会や勉強会を開催し、技術力向上を図っている。 
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埼玉県 汚水処理事業広域化・共同化計画 ※令和７年度時点 
表－2 広域化・共同化計画（ロードマップ）（抜粋） 

※取組時期の記述は、その時期での実施を目指して検討・協議を進めることを意味し、実施時期を確約するものではない。検討・協議の結果、

見直しや広域化・共同化メニューの取り止めの可能性もある。また、１つの団体で複数地区の統廃合を実施する場合の供用開始については、

代表的な地区の内容のみ記載している。 

5 広域化・共同化の実施による下水道事業運営に資する効果等 

広域化・共同化の実施による定量的効果の試算結果を表－3 に示す。定量的効果は、経営戦略等を用いて算

定を行った。また、広域化・共同化の実施による下水道事業運営に資する効果として、定量的効果では測れな

い波及的な効果（定性的効果）及び各メニューの検討・実施状況や進捗の確認をするための取組を示した行動

指標を記載するとともに、効果や進捗管理のとりまとめを記載した総合評価を表－4 に整理した。 
 

表－3 定量的効果の試算結果（抜粋） 

広域化・共同化の取組内容 定量的効果の試算結果 

単独公共下水道（処理場）統廃合 

（流域下水道への編入を含む） 
費用の概算縮減率：約 9％ 

下水道と農業集落排水施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 3％ 

下水道とし尿処理施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 8％ 

農業集落排水施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 12％ 

し尿処理施設の広域化 費用の概算縮減率：約 31％(建設費等) 

 

表－4 定性的効果・行動指標並びに総合評価 

評 価 項 目 内     容 

波 

及 

的 

な 

効 

果 

（ 

定 

性 

的 

効 

果 
） 

執行体制面 

・近隣市町村との交流の活発化による情報・技術の共有、課題の解決ができる。 

・研修会や勉強会等による職員の技術力向上、技術継承、職員不足の補完ができる。 

・施設(単独処理場、農業集落排水施設など)の統廃合よる技術職員不足の補完ができる。 

安全面 

・災害発生時の下水道復旧及び相互支援の迅速化、災害自治体の負担軽減、対応力の向上

が期待できる。 

・（汚泥共同処理）汚泥処分先を複数確保できる。 

・（水質検査・事業場排水指導の連携）事故等発生時の迅速な対応及び原因究明ができる。 

環境面 

・し尿処理施設や農業集落排水施設の下水道接続により放流水質の向上が期待できる。 

・施設統廃合による跡地利用により、別の公共事業や民間への払い下げ等に活用できる。 

・汚泥共同処理によるエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減ができる。 

その他 

・下水道 PR による接続促進及び下水道のイメージ向上が期待できる。 

・維持管理等に係る委託業者の安定的な確保ができる。 

・他団体との繋がりにより、仕事の進め方を検証でき、業務改善が期待できる。 

行 

動 

指 

標 

法定協議会 年１回以上 

分科会(勉強会) 年１回以上 

個別打合せ 随時 

災害対策実動訓練 年１回 

総 合 評 価 

 本県は、流域下水道が県内下水道人口の 9 割以上を占めており、既に相当程度の広域化

が進んでいるが、さらなる広域化等で費用削減効果が期待できる。 

 また、各取組内容を実施することで、個別メニューの費用削減効果だけではなく、長期

収支見通し等の定量的な効果には反映されない、執行体制の強化や安全面及び環境面の改

善など波及的な効果も期待することができる。 

 

 

種 

別 

広域化・共同化の 

取組内容 
関連団体名 

取組時期 

短期（～5 年） 中期（～10 年） 長期（～30 年） 

R8 ～ R12 R13 ～ R17 R18 ～ R37 

ハ 

ー 

ド 

施 

策 

下水汚泥の共同処理 

埼玉県・東松山市・羽生市・

「坂戸、鶴ヶ島下水道組合」 
実施中（H30～） 

埼玉県・秩父市・飯能市・「毛

呂山・鳩山・越生公共下水道

組合」・日高市・横瀬町・「皆

野・長瀞下水道組合」 

検討・法手続き・協定

締結 
実施  

単独公共下水道（処理場）の統

廃合 

深谷市・「坂戸、鶴ヶ島下水

道組合」 
接続工事・供用開始   

東松山市 協議・接続工事等 供用開始 

単独公共下水道（処理場）の流

域下水道への編入 
さいたま市 

協議・接続工事等 

・供用開始 
  

下水道と農業集落排水施設の

統廃合（農業集落排水施設→流

域関連公共下水道） 

深谷市・久喜市・本庄市・ 

宮代町 

協議・接続工事等 

・供用開始 
  

本庄市・鴻巣市・久喜市・ 

小川町・吉見町・寄居町 
協議・接続工事等 供用開始  

本庄市・鴻巣市・久喜市・ 

白岡市 
協議・接続工事等 供用開始 

下水道と農業集落排水施設の

統廃合（農業集落排水施設→単

独公共下水道） 

深谷市・日高市 
協議・接続工事等 

・供用開始 
  

熊谷市 協議・接続工事等 供用開始 

下水道とし尿処理施設の統廃

合（し尿処理施設→流域関連公

共下水道） 

熊谷市 
協議・接続工事等 

・供用開始 
  

寄居町 
協議・接続工事等 

供用開始  

川島町  供用開始 

下水道とし尿処理施設の統廃

合（し尿処理施設→単独公共下

水道） 

東松山市・飯能市 協議・接続工事等 供用開始 

農業集落排水施設の統廃合 

熊谷市・久喜市 
協議・接続工事等・供

用開始 
  

秩父市・本庄市・久喜市 協議・接続工事等 供用開始  

秩父市・久喜市・小川町 協議・接続工事等  供用開始 

し尿処理施設の広域化 
秩父市・長瀞町・皆野町・ 

横瀬町・小鹿野町 

協議・接続工事等 

・供用開始 
  

下水道処理場の遠方監視 

埼玉県・(公財)埼玉県下水道

公社・県内単独公共下水道実

施市町組合 

協議・法手続き等 供用開始  

ソ 

フ 

ト 

施 

策 

災害発生時に備えた事前の準

備、対応能力の向上（BCP･合同

訓練等） 

埼玉県・(公財)埼玉県下水道

公社・県内公共下水道実施市

町組合・市町村 

対応策の検討、管路施設復旧支援協定締の一括締結、実動訓練実施

マニュアル等の適宜見直し 

下水道職員の人材育成 

埼玉県・(公財)埼玉県下水道

公社・県内公共下水道実施市

町組合 

ニーズ調査・参加団体の調査・実施に向けた検討・下水道公社の技

術力の活用・オーダーメイド研修等の実施 


